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外国語指導助手派遣事業仕様書（小学校・中学校） 

 

１ 目的 

本事業は、愛西市立小中学校（以下「学校」という。）における外国語活動及び外国語教育の

一層の推進を図るとともに、学校において児童、生徒に外国語によるコミュニケーション能力や

国際感覚を高めることを目的とする。 

 

２ 業務内容 

業務内容は、次のとおりとする。 

(１) 英語教育、外国語活動、国際理解教育における指導 

(２) 指導方法等の研修会への参加 

(３) 教材・資料作成 

(４) 内容、方法についての事前の打ち合わせ 

(５) クラブ活動への参加 

(６) 児童・生徒との交流活動   

(７) 試験実施の補助 

(８) 児童・生徒の個別指導  

(９) 学校内外での行事運営支援・参加  

(１０) 教授手法等の教員に対する支援    

(１１) 翻訳・通訳の支援 

(１２) イングリッシュキャンプ、教員研修の実施 

 

３ 就業場所 

就業場所は、愛西市立小学校（１２校）、愛西市立中学校（６校）、愛西市教育委員会とする。 

（別紙 就業場所一覧を参照） 

 

４ 就業人数 

８人 （別紙 就業基本グループ一覧を参照） 

    

５ 履行期間 

令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

ただし、契約締結日の翌日から令和８年３月３１日までは、業務開始準備期間とする。 

 

６ 就業日時 

（１） 就業日は、月曜日から金曜日までとし、土曜日、日曜日、国民の休日に関する法律に規定

する休日、学校の休校日、及び学校が指定する日は派遣しないものとする。ただし、就業場
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所において行事等の都合上これらの日に外国語指導助手の就業を要する場合はこの限りで

ない。 

（２）就業時間は、午前８時３０分から午後５時までの間で、１日７時間とする。ただし、事前に合意

がある場合は、１週間につき３５時間を超えない範囲で変更することができる。 

   ※年間派遣日数は２００日を想定。 

（３）上記（１）（２）の詳細は、委託者と受託者が協議・合意の上、別途定めるものとする。 

 

７ 外国語指導助手の要件 

外国語指導助手は、次の条件を満たす者とする。 

（１）英語を母語とする者又は同等の能力を有する者。 

（２）教授経験が１年以上ある、又は英語を教える資格を有する者。 

（３）担当教員と授業の打ち合わせができる程度の日本語力を有する者。 

（４）業務を実施するにあたり、所持すべき有効かつ適正な種別の就労査証を有する者。 

（５）業務の実施に必要な水準の教授技術を有する者。 

（６）年 1 回健康診断を受けている者。 

（７）日本国内において、刑罰等の執行猶予を受けていない者。また、過去に拘禁刑（旧懲役刑、

旧禁錮刑を含む。）に処せられたことがない者。 

 

８ 業務実施体制の整備 

受託者は、派遣業務を円滑に進めるため、次の事項を遵守する。 

（１）派遣元責任者及び苦情担当責任者を定め、それぞれその責務を果たすこと。 

（２）外国語指導助手に支障が生じ、臨時に変更する場合には、直ちにその旨を愛西市教育委 

員会に報告し、臨時担当者の氏名を学校へ通知の上業務を実施すること。 

（３）受託者の都合により、上記（２）による臨時担当者を派遣できなかった場合は、受託者は未

派遣分の日数を委託者と調整の上、契約期間中の他の日に派遣すること。 

（４）選任のコーディネータを定め、定期的に学校を訪問の上、外国語指導助手の指導を行うこ

と。 

（５）定期的に外国語指導助手の研修を実施すること。 

 

９ その他 

（１）委託者及び受託者は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に

関する法律の趣旨に従い、各々に課せられた労働法令上の責任を負うものとし、適切な教

育指導と業務命令を行うこと。 

（２）外国語指導助手に交通事故等の問題が発生した場合は、受託者がその対応を行うこと。た

だし、その発生が委託者の責に帰する場合はこの限りでない。 

（3）受託者は、業務の実施にあたり、その目的達成に向けた客観的成果指標を定め、定期的
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に委託者に報告するものとする。 

（4）受託者は、外国語指導助手派遣契約書、本仕様書及び法的な枠組みに従い業務を実施

する。 

（5）この仕様書に定めのない事項については、必要に応じて委託者と受託者が協議して定め

る。 
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（別紙） 

就業場所一覧 

 

就業場所 住所 電話番号 

永和小学校 愛西市大井町弥八１１５ 0567-31-0014 

市江小学校 愛西市東條町西田面７７ 0567-31-0428 

佐屋小学校 愛西市須依町東田面１７ 0567-28-3385 

佐屋西小学校 愛西市内佐屋町河原１３６ 0567-26-7212 

立田南部小学校 愛西市山路町小割７ 0567-28-2210 

立田北部小学校 愛西市新右エ門新田町郷前８３ 0567-28-2044 

八輪小学校 愛西市立石町宮西３９ 0567-37-0353 

開治小学校 愛西市鵜多須町中道２４８ 0567-37-0654 

北河田小学校 愛西市北河田町郷前４０６ 0567-28-3394 

勝幡小学校 愛西市勝幡町五俵入２２２７ 0567-28-2332 

草平小学校 愛西市草平町北田名５７ 0567-28-2569 

西川端小学校 愛西市西川端町寺東１５ 0567-37-1978 

永和中学校 愛西市善太新田町七草平１１１－１ 0567-31-0015 

佐屋中学校 愛西市須依町東田面２ 0567-28-3388 

立田中学校 愛西市石田町宮東１ 0567-25-2661 

八開中学校 愛西市江西町川原１１ 0567-37-0684 

佐織中学校 愛西市諏訪町郷東１６７ 0567-28-2543 

佐織西中学校 愛西市草平町阿原８６ 0567-37-2030 

愛西市教育委員会 愛西市稲葉町米野３０８ 0567-55-7136 

 

就業基本グループ一覧（変更の場合あり） 

 

Ａ 佐織中学校 佐織西中学校 立田中学校 

Ｂ 佐屋中学校 永和中学校 八開中学校 

Ｃ 永和小学校 市江小学校  

Ｄ 佐屋小学校 立田南部小学校  

Ｅ 北河田小学校 開治小学校  

Ｆ 草平小学校 八輪小学校  

Ｇ 佐屋西小学校 立田北部小学校  

Ｈ 西川端小学校 勝幡小学校  

 


